
事業活動による食品ロスを把握、商慣習を含め見直しに
取り組む。

・規格外や未利用の農林水産物の有効活用。
・賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延長、
納品期限（３分の１ルール）の緩和。
・季節商品（恵方巻きなど）の予約販売等。
・値引き・ポイント付与等による売り切り。
・外食での小盛りメニュー等の導入。
・持ち帰りへの対応。

例）

消費者等への普及啓発、食品関連事業者等の取組へ
の支援、情報の収集・提供、未利用食品を提供するため
の活動の支援等を実施。

都道府県及び市町村は、地域の特性を踏まえた取組を推進
するため、「食品ロス削減推進計画」を策定（努力義務）。
国は、計画策定を促進。

・食品ロス削減の施策の推進。
・災害時用備蓄食料の有効活用。
・主催イベントでの食品ロスの削減。

例）

《我が国の食品ロスの状況》 事業系352万トン
家庭系291万トン

（方針策定時）
・食品ロス量は年間643万トン（平成28年度推計）

≒国連世界食糧計画（WFP）による食料援助量
（約390万トン）の1.6倍

・年間１人当たりの食品ロス量は51kg
→年間1人当たりの米の消費量（約54kg)に相当

持続可能な社会の実現

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進

学校
大学等

事業者

地方公共団体
文部科学省

経済産業省

農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

厚生労働省

各々の主体がそれぞれの立場で、食品ロスの問題を「他人事」ではなく、『我が事』として捉え、行動に移すことを促進。

日々の生活の中でできることを一人一人が考え、行動に
移す。

・買物の前に家にある食材をチェック。
・定期的な冷蔵庫内の在庫管理。
・食卓に上げる料理は食べきれる量に。
・外食時は食べきれる量を注文、
宴会時の３０１０運動等の実践、
残った場合は自己責任の範囲で持ち帰り。

例）

注文の際、

適量を注文しましょう。

乾杯後３０分は、

席を立たず、料理を楽しみ
ましょう。

お開き前１０分は、
自分の席に戻って、再度、

料理を楽しみましょう。

３０１０運動

〔自己責任で持ち帰ることができ
ることを明示した店舗ステッカー〕

食品ロスの削減の推進において消費者、食品の生産・製造・販売等に関わる事業者等に求められる役割と行動

〔小盛りメニュ―等の導入〕
〔消費者庁では、期限切れの災害
時用備蓄食料を職員へ配布〕 〔食品ロス削減全国大会の実施〕

〔恵方巻きのロス削減
プロジェクトの目印〕

「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」は、行政、事業者、消費者等の取組の指針となるものとして「食品ロ
スの削減の推進に関する法律」の規定に基づき策定（令和２年３月31日閣議決定）。

《消費者》 《農林漁業者・食品関連事業者》 《国・地方公共団体》
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消費者、事業者等に対する教
育・学習の振興、知識の普及・
啓発等

食品ロス削減 関係省庁

農林水産省

環境省

消費者庁

文部科学省

経済産業省 厚生労働省

相互の緊密な
連携・協力

食品関連事業者等の取組に対
する支援

顕著な功績がある者に対する表
彰

実態調査、効果的な削減方法
等に関する調査研究

先進的な取組等の情報の収集
・提供

フードバンク活動の支援、フード
バンク活動のための食品の提供
等に伴って生ずる責任の在り方
に関する調査・検討

食品ロス削減推進会議
・ 構成員：関係大臣、有識者（業界団体、地方公共団体、学識経験者 など）
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））
・食品ロスの削減の推進に関する基本方針の案の作成等を行う
※ 令和元年10月１日 法施行
令和２年３月31日 基本方針 閣議決定

22



令和元年10月１日施行された食品ロス削減推進法で、10 月は「食品ロス削減月間」、10 月30日 は「食品ロス削減の
日」と定められました。
消費者庁、農林水産省、環境省は共に、食品ロス削減月間の周知及び取組の啓発を行いました。

出典：消費者庁ウェブサイト（食品ロス削減）

<令和元年度版ポスター> <令和２年度版ポスター> <令和３年度版ポスター>
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